
　本校では、「大規模地震特別措置法」に基づく警戒宣言や、大規模地震の発生などの緊急災害時及び風水害等の「警報発令時」に備え、生徒の安全確保対策を
横浜市学校防災計画に基づき次のように定めています。生徒の生命と安全確保のために、ご理解とご協力をお願いいたします。

【警戒宣言の発令について】
　１．「警戒宣言」は、地震予知班の連絡を受け、総理大臣が

　　　発令します。

　２．「警戒宣言」は、ＴＶ・ラジオ・広報車・消防車・パトカー・ヘリ

　　　コプター・警報・サイレン等で伝達されます。

　３．「警戒宣言」は、学校からは伝達されません。

　４．「警戒宣言」が発令された場合は、休校となります。

　５．警戒宣言が解除されるまで休校は続きます。

　　　安全が確認され、登校の連絡が可能な場合は、緊急連絡網

　　　を使って学校から連絡します。

【生徒の登下校について】
　１．午前６時の段階で「特別警報」又は「暴風警報」、「大雪

自宅 　　　警報」又は「降灰予報」が発令継続中の場合には、午前

　　　１０時まで自宅待機となります。

待機 3 　２．生徒の安全確保のために授業時間を繰り上げて下校

　　　させる場合があります。

　３．特別警報が発令されるような状況又は暴風雨や大雪の際、

　　　「警報」が発令されていない時や解除された時でも、地域に

　　　よっては生徒の安全を考慮し登校を見合わせた方がよい

〈警報対象地域〉 　　　場合もあります。

○横浜市内 2 　　　その判断は各家庭で行い、安全を確認した上で登校させて

○神奈川県全域または 　　　ください。その際には学校（担任）へ連絡願います。

　 神奈川県東部 　４．横浜市営地下鉄等の公共交通機関の運休または遅延が発生し、

　　　登校に影響のある場合でも授業を行うことを基本とします。

　５．普段通りに登校できない場合は、学校（または担任）に連絡して

　　　ください。

3 　６．運行状況を把握し、安全を確保した上で登校に努めてください。

4 　　　ただし、正午頃までに運休している交通機関の運行再開が見込め

　　　ない場合、自宅を離れている時は帰宅し、自宅にいる時は引き続

　　　き自宅待機してください。これらの場合には「公欠」扱いとします。

　７．ホームページへの掲載は、横浜市営地下鉄等の運行状況や生徒

　　　生徒の登校状況を把握してから行います。
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大地震発生時の対応

　横浜市内１箇所以上で　震度５強以上の地震が発生＝原則として当日及び翌日を休校とする　＊ただし、被害が軽微等の場合校長判断で教育活動を可能とする（学校より連絡あり）

大地震警戒宣言発令（発生）時の対応の仕方

家にいる場合 登校しない
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